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１ 令和７（２０２５）年度補正予算概要 
 
一般会計 

［歳 出］  

  教育費                                                                      （単位：千円） 

科   目 補正額 説        明 特 定 財 源 

学校管理費 

（小学校費） 
7,922 

学校給食費増                7,922 

 学校給食設備改善事業費増        7,922  
 

文化財保護費 37,500 
重要文化財大谷派本願寺函館別院 

保存修理事業費補助金増      37,500 

(道)文化財整備費補

助金    25,000 

 

［債務負担行為］ 

（追加）                                   （単位：千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 料 

（ 港 小 学 校 ） 
令和８（２０２６）年度 33,911 

学 校 給 食 配 送 業 務 委 託 料 

（ 港 小 学 校 ） 
令和８（２０２６）年度 4,910 
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２ 函館市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 (1) 改正理由 

   港小学校に親子学校給食調理場を設置するため 

 

 (2) 改正内容 

   函館市港小学校親子学校給食共同調理場を設置し，給食調理等を行う学

校を函館市立港小学校および函館市立万年橋小学校とする。 

 

 (3) 施行期日 

   令和８年４月１日から施行する。 

 

 (4) 新旧対照表 

   別紙のとおり 
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函館市学校給食共同調理場条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（設置） （設置） 

第１条 学校給食の調理等を行うため，市に

学校給食共同調理場を設置し，その名称お

よび位置は，次のとおりとする。 

第１条 （略） 

 名  称 位  置   名  称 位  置  

 函館市あさひ小学校親

子学校給食共同調理場 

函館市大森町６番11号   （略）   

 （新設）    函館市港小学校親子学

校給食共同調理場 

函館市港町１丁目22番

１号 

 

 （略）   （略）   

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 学校給食共同調理場名 給食調理等を行う学校   学校給食共同調理場名 給食調理等を行う学校  

 函館市あさひ小学校親

子学校給食共同調理場 

函館市立あさひ小学校 

函館市立弥生小学校 

函館市立青柳小学校 

函館市立中部小学校 

  （略） （略）  

 
（新設） 

  函館市港小学校親子

学校給食共同調理場 

函館市立港小学校 

函館市立万年橋小学校 

 

 （略）   （略）  
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